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法令名 介護保険法施行令 法令番号 平成 10 年法律第 412 号 
手続名 福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定取り消し 根拠条項 第 4 条第 1 項第 9 号 
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（１）介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第 4 条第 1 項第 9 号、第 4 条第 3 項 
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